
　地方自治法第243条の 3 第 1 項並びに財政事情説明書の作成及び公表に関する条例（昭和29年松前町条例第 3
号）に基づき、財政の動向及び財政方針、令和元年度一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後
期高齢者医療特別会計、水道事業会計、病院事業会計の決算状況と令和 2 年度一般会計、国民健康保険特別会
計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、水道事業会計、病院事業会計の令和 3 年 3 月31日までの歳入
歳出予算の執行状況について、そのあらましをお知らせします。

　わが国の経済状況は、内閣府が公表した 9月の月
例経済報告によると、景気は、新型コロナウイルス
感染症の影響により、依然として厳しい状況にある
が、このところ持ち直しの動きがみられるとされ、
先行きについては、感染拡大の防止策を講じつつ、
社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各
種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直し
の動きが続くことが期待されるが、国内外の感染症
の動向や金融資本市場の変動等の影響を注視する必
要があると基調判断を行いました。
　こうした状況のもと、「経済財政運営と改革の基
本方針2020」（令和 2 年 7 月17日閣議決定、以下
「基本方針2020」という。）の中では、例年の基本

方針では経済成長の実現と財政の健全化の両立に向
け、個別分野における具体的な改革方針等を盛り込
んでいたところであったが、「基本方針2020」で
は、現下の情勢下では政府として新型コロナウイル
ス感染症への対応が喫緊の課題であることから、令
和 3年度概算要求の仕組みや手続をできる限り簡素
なものとすることと歩調を合わせ、記載内容を絞り
込み、今後の政策対応の大きな方向性に重点を置い
たものとしており、「経済財政運営と改革の基本方
針2019」（令和元年 6月21日閣議決定。）のうち、
「基本方針2020」に記載が無い項目についても、引
き続き着実に実施することとされています。

　令和 3年度の見通しは、歳入の大宗を占める地方
交付税について、令和 2 年度に国勢調査が実施さ
れ、平成27年度の国勢調査人口から大幅に減少する
ことが見込まれ、他方では、国立社会保障・人口問
題研究所の人口推計では、平成27年度の国勢調査人
口から千人以上減少し 6千人余りとなる推計が公表
されており、一般的に人口に比例して減少する地方
交付税は、過去の人口減少実績から約 1億円程度減
少することが想定されるほか、総務省が公表した令
和 3年度地方財政収支の仮試算（概算要求）では、
国の交付税及び譲与税配付金特別会計の出口ベース
で、前年度予算比2.4％の減とされ、交付される地
方交付税についても減額されることが予想されてい
る。このほか、風力発電事業による固定資産税の増
収が見込まれるが、少子高齢化による生産年齢人口
の減少などで、町税をはじめとする「自主財源」の
増加も期待できない状況となっています。
　財源不足を補うための財政調整基金については、
平成29年度から令和元年度の合計で 7億 3 千万円を
支消した結果、令和元年度末で12億1,786万円余り
の積立残高となり、令和 2年度においても収支の均

衡が見込めず当初予算で 1億円、新型コロナウイル
ス感染症対策として補正予算で 1億円の合計で 2億
円の支消予算を計上しており、単純に平成29年度か
ら令和 2年度の 4カ年平均である 1億 8 千万円を単
年度で支消し続ける状況が 7カ年度続くこととなっ
た場合、底をつく状況が想定されます。また、年度
間における資金不足に対応するため、令和 2年度で
は10月 1 日現在で最大11億円を繰替運用している実
態にあり、財政調整基金等の繰替運用ができなく
なった場合には、金融機関からの一時借入を行わな
くてはならないこととなり、財政的な余裕はない状
況です。
　一方、歳出面では、公債費など義務的経費の増加
に加え、老朽化した公共施設等の維持補修や大規模
な修繕、改築などが想定され、他会計への繰出金も
増加が見込まれることから、ますます厳しい状況が
見込まれています。
　このため、職員一人ひとりが当町の厳しい財政状
況を十分に理解した上で、過去の財政健全化計画の
取り組みを教訓に、財源の確保と健全な財政運営に
努めていかなければなりません。

1 財政の動向（国及び地方財政の動向）

2 財政方針（予算編成方針）
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～遊漁船・遊漁船業者の皆様へ～

クロマグロ採捕規制

▼クロマグロ小型魚（30㎏未満）
　採捕禁止！
　意図せず採捕した場合は、直ちに海中放流してください。

▼クロマグロ大型魚（30㎏以上）
　採捕した場合は、陸揚げした日から10日以内に尾数、総重量、
　採捕した海域などを水産庁に報告してください。

　水産庁への報告方法など詳しくは、水産庁ホームページ「遊漁の部屋」
（http://www.jfa.maf f.go.jp/j/enoki/yugyo/index.html）」をご覧ください。

※違反すると1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処される
　場合があります。

令和 3年 6月 1日から遊漁にも
クロマグロ採捕が規制されます！
以下のマグロを採捕した場合は、
放流または報告をしてください！
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